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藤沢市緑の実施計画（第４期計画）（案）及び 

藤沢市生物多様性実行プラン（第２期計画）（案）について 

 

１ 藤沢市緑の基本計画に基づく藤沢市緑の実施計画（第４期計画）（案）について 

 

（１）藤沢市緑の基本計画について 

平成２３年７月に策定した藤沢市緑の基本計画（以下「基本計画」という。）

は、都市緑地法第４条を根拠に置き「藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関す

る条例（以下「条例」という。）」第８条の規定に基づいて、緑地の保全や緑

化の推進に関し、その将来像、目標、施策などを定めた計画となっておりま

す。 

また、基本計画は、「市政運営の総合指針（策定当時は、「総合計画」）」、

「都市マスタープラン」、「環境基本計画」や「景観計画」等と連携・整合を

図り、施策を総合的かつ計画的に推進するもので、具体的な施策については

条例第９条に規定する藤沢市緑の実施計画（以下「実施計画」という。）に

おいて展開するものとしております。 

 

（２）藤沢市緑の実施計画（第４期計画）（案）について 

この実施計画は、現在第３期計画（令和３年度から令和５年度まで）とし

て４０事業の進捗を図っているところでございますが、今年度が第３期計画

の最終年度にあたることから、計画期間の満了に伴い各事業の評価等を踏ま

え、みどり保全審議会の意見を聴取し、第４期計画（令和６年度から令和８

年度まで）を策定するものです。 

なお、その内訳につきましては、下表に示すとおり、第３期計画から継続

する事業が３４事業、名称を変更する事業が２事業、他事業に統合する事業

が３事業、事業を再構築するために廃止する事業が１事業としていることか

ら第４期計画では合計で３６の事業を計画しているものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年２月藤沢市議会定例会 

建設経済常任委員会資料１ 

40 事業

継続する事業 34 事業

継続する事業 名称を変更し継続する事業 2 事業

他の事業に統合する事業 3 事業

廃止する事業 事業を再構築するために廃止する事業 1 事業

40 事業

36 事業

第４期計画策定に向けた事業の方向性

第３期計画（令和３年度から令和５年度まで）

第４期計画(案)（令和６年度から令和８年度まで）

計
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２ 藤沢市生物多様性地域戦略に基づく藤沢市生物多様性実行プラン（第２期 

計画）(案)について 

 

（１）藤沢市生物多様性地域戦略について 

藤沢市生物多様性地域戦略（以下「地域戦略」という。）は、平成２０年に

施行された生物多様性基本法第５条に基づき、地方公共団体が策定する「生

物多様性の『保全』及び『持続可能な利用』に関する計画」で、同法におい

てその策定を努力義務として定めている地域版の生物多様性戦略です。 

   本市においては平成３０年６月に策定し、「藤沢市環境基本計画」をはじ

めとした様々な既存計画の取組に対して生物多様性の視点という『横ぐし』

を通すことで、本市の生物多様性の保全と持続可能な利用の一体的な推進

を図ることを目指すものとなっております。 

  また、地域戦略では、次ページ【施策体系図】に示すとおり、「生きもの

の恵みを感じるまち藤沢」を将来像に掲げ、「４つの基本方針」に沿って「１

２の施策の方向性」とそれらに基づく「１３の施策」を定めています。 

 

（２）藤沢市生物多様性実行プラン（第２期計画）(案)について 

藤沢市生物多様性実行プラン（以下「実行プラン」という。）は、地域戦略

に位置づける取組の具体化と個々の取組の目標を設定し進行管理を行うた

め、現在第１期計画（令和３年度から令和５年度）の進捗を図っているもの

ですが、今年度が第１期計画の最終年度にあたることから、計画期間の満了

に伴い各事業の評価等を踏まえ、みどり保全審議会の意見を聴取し、第２期

計画（令和６年度から令和８年度まで）を策定するものです。 

 実行プラン（第２期計画）（案）には、第１期計画同様に、地域戦略で示す

「１３の施策」ごとに施策の趣旨、取組内容、各主体に期待される役割と市

の役割を示し、本プランにおいて主体的に取り組む事業である「独自事業」

と、横ぐしを通した既存計画を「関連事業」とし、それぞれの取組内容を示

しております。 

なお、第２期計画における「実行プランに位置づける藤沢市の目標設定」

につきましては、第１期計画からの変更はなく、これまでの事業を継続して

取り組んでいくものです。 
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【施策体系図】 
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３ スケジュールと両計画の関連について 

 

 「基本計画」と「地域戦略」の両計画は自然環境分野において連携・整合を図

る内容を多く含んでおり、両計画とも策定後における社会情勢の変化や関連法

制度の改定等を踏まえ令和８年度の改定を予定しているものです。 

このことから、今回報告する「実施計画」及び「実行プラン」につきましては

両計画の改定予定時期を見据え令和６年度から令和８年度までの３か年の進行

管理期間としているものです。 

 

【スケジュールの相関関係図】 

 

以 上  

 
（事務担当） 

都市整備部 みどり保全課 

H11 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

1999 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1-(2) 緑の実施計画

・・・

1-(1) 緑の基本計画

当初計画(11年)

4 市政運営の総合指針

2-(1) 生物多様性地域戦略

2-(2) 生物多様性実行プラン

3 自然環境実態調査

第2期計画第1期計画 第3期計画

第1期実施計画 第2期実施計画 第3期実施計画 第4期実施計画

第1期計画 第2期計画

第１期実行プラン 第２期実行プラン

第3回調査第2回調査

２０２４２０２０２０１６

実施計画

実行プラン


